








44　人権の擁護    

民間企業等と連携協力した体験型の人権啓発活動資料

啓発冊子「企業と人権～職場からつくる人権尊重社会」資料

啓発冊子 「企業と人権～職
場からつくる人権尊重社
会」（改訂版）

〈改訂版〉

　人権の花運動は，学校に配布した花の種子，球根等を，子どもたちが協力して育
てることによって，生命の尊さを実感し，その中で豊かな心を育み，優しさと思い
やりの心を体得することを目的とした啓発活動であり，
主に小学生を対象に，昭和57年度から実施しています。
　この運動は，育てた花を社会福祉施設等に贈ったり，
このような体験を振り返る写生会，鑑賞会を開催したり
することで，地域の人々とのコミュニケーションを強
め，地域の人々にとっても人権尊重意識を高めてもらう
きっかけとなっています。

人権の花運動
　人権教室は，いじめ等について考える機会を作ることによって，子どもたちが
相手への思いやりの心や生命の尊さを学ぶこと等を目的とし，全国の人権擁護委
員が中心となって実施している人権啓発活動です。小・中学生を対象に，人権の
花運動（45ページ参照）における学校訪問や道徳科の授業等を利用して実施し
ています。
　近年は，園児や児童生徒に加え，大学生を対象としたり，企業研修等において
大人を対象とし
たりして実施し
ています。
　また，スポー
ツ選手やコーチ
を講師等に迎え，ゲームや体験談から，助け合いの精
神に基づいたフェアプレー精神等，子どもたちが学ん
だことを通して，相手への思いやりの心などを体得し
てもらうことを目的とした人権スポーツ教室や車いす
体験，ブラインドサッカー体験など，障害の有無に関
わらず共生する社会の重要性を認識してもらうことを
目的とした体験型の人権教室も実施しています。

人権教室

人権の花運動

人権教室

小学校におけるボッチャ体験 小学校におけるアイマスク体験

■人権の花運動の実施状況

参加学校
（団体）数

参加者数

3,794

439,470

平成30年度

3,816

483,788

平成26年度

■人権教室の実施状況

平成27年度

20,946

856,935

平成30年度

23,977

1,108,404

平成26年度

19,871

796,748

平成28年度

21,968

922,731

平成29年度

22,907

997,815参加者数

実施回数

平成27年度

3,669

470,540

平成28年度

3,823

481,863

平成29年度

3,870

478,113

　2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を見据えて，人種，障
害の有無などの違いを理解し，自然に受け入れ，互いに認め合うユニバーサル
社会（共生社会）の実現に向けた各種の取組が実施されています。
　そのような中で、法務省の人権擁護機関では，民間企業等と連携した障害者
スポーツ体験，車椅子体験，パラリンピアンの講話などを実施しています。
　このような体験型の人権啓発活動により，誰もが相互に人格と個性を尊重し
支え合う「心のバリアフリー」を推進し，ユニバーサル社会の重要性を認識し
てもらうことを目指しています。

　近年，長時間労働による過労死，セクシュアルハラス
メントやパワーハラスメント，性的少数者や障害のある
人，外国人に対する不当な差別，えせ同和行為など，企
業が関わる様々な人権問題がメディア等で大きく取り上
げられています。
　こうした人権問題への対応は，時として，企業の評価
を左右します。そのため，企業の社会的責任（CSR）や
社会的責任投資（SRI）に対する関心の高まりと相まっ
て，人権尊重の考え方を積極的に企業方針に採り入れた
り，職場内で人権に関する研修を行う企業も増えてきて
います。
　法務省の人権擁護機関では啓発ビデオ「企業と人権」
（http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken96.html）
及びビデオの内容をより詳しく解説した啓発冊子
（http://www.moj.go.jp/content/001296336.pdf）を作成
し，各種研修会等で活用するなど，企業における人権啓
発のための取組を実施しています。
　このビデオ及び冊子は，企業がなぜ人権課題に取り組む必
要があるのか，企業が関わる主な人権課題にはどのような
ものがあるのか等について，分りやすく解説しています。
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 ●非行・犯罪の専門機関として
　少年鑑別所は「法務少年支援センター」
として，非行・犯罪に関する問題や，思春
期の子どもたちの行動理解等に関する知
識・ノウハウを活用して，児童福祉機関，
学校・教育関係機関，ＮＰＯ等の民間団体
等，青少年の健全育成に携わる関係機関・
団体の皆さまと連携を図りながら，地域に
おける非行・犯罪の防止に関する活動や，
健全育成に関する活動の支援などに取り
組んでいます。相談等の依頼は，子どもか
ら大人まで幅広くお受けしています。

 ●関係機関等とのネットワーク機構
　地方公共団体，児童福祉機関，学校・教
育関係機関，保健・医療機関，NPO等の
民間団体，司法・更生保護官署等との関
係構築を図り，子ども・若者に対する必要
な支援や地域社会の非行・犯罪の防止に
積極的に取り組みます。

 ●ネットワーク参画の例
　子ども・若者支援地域協議会，要保護
児童対策地域協議会，学校警察連絡協議
会，少年サポートチーム，地域若者ステー
ションなど

青少年

～地域の非行・犯罪の防止へ～

　このシンボルマークは， 少年鑑別所が「地域
とともに， 子どもたちの未来， 可能性を育てて
いく」という意味を込めたもので， 芽を育て， 花
ひらくために， いろいろな要素を注ぐというこ
とをイメージして，7色のしずくを降らせていま
す。キャッチフレーズは， 少年鑑別所が， 地域
とつながり, 連携を深めていくとともに， 専門的
な知見を地域に還元しようとする姿勢を示して
います。

東京西 東京都昭島市もくせいの杜 2-1-1042-500-5295

令和2年 4月作成

福岡県北九州市小倉南区葉山町1-1-7
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１　能力・性格の調査 ４　事例検討会（ケース会議）等への参加

5　研修・講演

6　法教育授業等

２　問題行動の分析や指導方法等の提案

３　御本人や御家族に対する心理相談

　関係機関・団体，御本人，御家族からの依頼を受けて，お困りの
こと等に合わせて，心理検査や適性検査を行います。
　また，依頼があれば，御本人や御家族の方にも，結果を分かりや
すく説明します。

●　実施可能な心理検査等の例
　・　知能検査等
　・　性格検査・職業適性検査等
●　教育相談機関からの紹介により，知能検査等を実施した例
　　御家族の方とお子さんとそれぞれ面接を行い，知能検査・発達
検査等を実施しました。また，知能検査等の結果を，御家族の方に，
お子さんの得意なこと，苦手なことなどとともにお伝えした上で，
日頃困っている点や気になっている点をおうかがいしながら，お子
さんへの接し方について，アドバイスを行いました。

　関係機関・団体からの依頼に応じて，問題行動等のある方の支援に関する事例検討会（ケー
ス会議）などに参加し，見立てや指導方法に関する助言・提案を行います。

●　福祉機関が主催するケース会議に定期的に参加し、助言等を行った例
　　福祉施設において，職員の指示や決まりを守らない方の支援の在り方について，ケース会
議が行われた際に，施設職員に対し，その方の行動の特徴や問題行動の原因等として考えら
れることをお伝えし，支援に当たり望まれる配慮などを提案しました。

　地方公共団体，学校，福祉，更生保護等の関係機関・団体の
皆さまが，主催する研修会，講演会などで，非行・犯罪，子育て
の問題，思春期の子供の行動理解と教育方法や指導方法などに
ついて分かりやすく説明します。

●　過去の研修テーマ例
　　最近の非行少年の特徴，思春期の子供の理解と望ましい接
し方，少年非行と地域の力，地域と進める再犯・再非行防止　問題行動等のお困りのことについて，面接や心理検査などを行った上で，どうして問題行動

が生じているのか，どのように指導・支援に当たればよいのかなどについて提案します。

●　いじめ等の問題行動のある中学生の指導方法を，学校教諭に助言した例
　　生徒， 保護者， 学校教諭のそれぞれと面接を行い， 生徒の心情や背景にある問題を把握
するとともに， 保護者と学校教諭に対して， 生徒への接し方や指導方法について提案をし
ました。

　関係機関・団体からの依頼を受けて，御本人や御家族の方との心理相談を行います。

●　学校と連携して，心理相談を継続した例
　　同級生への暴力などのあった生徒について，学校教諭
からの紹介を受け，御本人と御家族の方のそれぞれと面
接を行いました。
　　御本人とは，専用のワークブックを用いて，他者との
関わり方や，相手の気持ちに配慮することの大切さにつ
いて話し合ったり，暴力を振るわないための方法につい
て，一緒に考えたりしました。
　　御家族とは，家族関係の問題を中心にカウンセリング
を行いました。

他機関・専門職種等との連携の下で
　法務少年支援センターでは，未成年に限らず，成人の方の御相談等にも応じています。例えば，罪に
問われた障がい者・高齢者の方などに対して，地方公共団体，地域生活定着支援センター，福祉機関等
と，多機関連携の下で支援等を行うこともあります。

　法務省では，法教育に関する様々な取組を推進していま
す。
　児童・生徒等を対象として，非行少年に対する司法手続
や処分の種類・内容などについて，法教育授業（いわゆ
る「出前授業」 ）を行うほか，教員の方への研修もお受け
しています。
※　法教育とは，法律の専門家ではない一般の方々が，法や司法制度等
を理解し，法的なものの考え方を身につけるための教育をいいます。

　また，協力雇用主の方などに，従業員の方への接し方やお困りのことなどについてアドバイスをしたり，
日常の効果的なサポートの方法などを提案したりしています。また，従業員の方から，仕事に関して，
集中力が続かない，周りとうまくやりたい等の悩みについて，お話をうかがい，助言をしたり，御自分の
性格等を理解したいという御希望に応じて，心理検査等を行ったりすることもあります。



参考資料 
 
 法務少年支援センターにおける児童虐待事例に関する対応例 

 
○ 児童への支援 

 法務少年支援センターが参画している要保護児童対策地域協議会において，
被虐待経験を有する男子生徒に関し，学校内での暴力等の問題行動の報告が
あり，別途，学校及び児童相談所から支援の依頼を受けた。そこで，法務少年
支援センターでは，男子生徒に対し，心理検査を実施した上，暴力防止を目的
としたワークブックを用いて，感情のコントロールや暴力の問題性を考えさ
せるため，継続的な助言・支援を行った。 

 

○ 児童及び児童相談所職員への支援 

 児童相談所が支援を行っていた被虐待経験を有する児童について，喫煙や
夜遊び等の問題行動が見られたとして，児童相談所から支援の依頼を受けた。
そこで，法務少年支援センターでは，児童本人に対し，面接や助言を行うとと
もに，児童相談所の担当職員に対し，問題行動の改善に向けた支援方法の提案
を行った。 

 
○ 保護者への支援 

 児童相談所が支援を行っていた児童虐待のケースの保護者について，児童
相談所から支援の依頼を受けた。面接の結果，虐待に及んだ背景に，夫婦関係
の悩みや仕事でのストレスがうかがわれたため，心理検査を行い，その結果の
フィードバックを通じて，自身の性格傾向について理解を促しつつ，感情をコ
ントロールする方策についての助言等を行った。 
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保護観察  

 

○保護観察の目的・種類 

 保護観察は，犯罪をした人又は非行のある少年が，実社会の中でその健全な一員として更生す

るように，国の責任において指導監督及び補導援護を行うもので，保護観察処分少年，少年院仮

退院者，仮釈放者，保護観察付執行猶予者及び婦人補導院仮退院者の計５種の人がその対象

となります。 

図：保護観察対象者及び保護観察の期間 

 

 

○保護観察の流れ・方法 

 保護観察は，保護観察官及び保護司が協働して，指導監督及び補導援護を行います。 

 

図：保護観察の流れ・方法 
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仮釈放・少年院からの仮退院等  

 矯正施設に収容されている人を収容期間満了前に仮に釈放して更生の機会を与え，円滑な社

会復帰を図ることを目的とした制度として，刑事施設等からの仮釈放，少年院からの仮退院等が

あります。なお，仮釈放などの期間中は保護観察に付されます。 

図：仮釈放・少年院からの仮退院等の流れ 

  

生活環境の調整 

 生活環境の調整は，刑事施設や少年院などの矯正施設に収容されている人の釈放後の住居

や就業先などの帰住環境を調査し，改善更生と社会復帰にふさわしい生活環境を整えることによ

って，仮釈放等の審理の資料等にするとともに円滑な社会復帰を目指すものです。  

図：生活環境の調整の流れ 
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○刑事司法手続の流れ 

 下の図を御参照ください。 

 
図：刑事司法手続の流れ 

 










